








４－３ 高齢者の医療制度について 

４－４ 後期高齢者の医療費の概況

高齢者医療制度（平成２０年４月～）では、高齢者を前期高齢者（６５～７４歳）と後期高齢者（７
５歳以上及び６５～７４歳で一定の障害があると認定を受けた人）に区分し、それぞれの制度で構成
されています。 

　平成３０（２０１８）年から令和４（２０２２）年の５年間で、名古屋市の総人口は０．１%増加、６５歳
以上の人口は１．３%増加していますが、同時期に後期高齢者の被保険者数は７．７%、療養給付費
は９．５%増加しています（図3７）。 
　今回の分析は国保データベース（KDB）システムから抽出された後期高齢者・国民健康保険被
保険者の細小分類８２疾病それぞれの医療費情報を集計しました。 

　原則75歳以上は後期高齢者医療
制度の被保険者になりますが、65～
７４歳は、国民健康保険または健康
保険組合など被用者保険の被保険
者です（図３６）。名古屋市では前期
高齢者のうち、６１．２%が名古屋市の
国民健康保険被保険者です。主に名
古屋市の後期高齢者の医療費分析
を行いましたが、７４歳以下の分析で
は名古屋市国保の被保険者データに加え、一定の障害があり後期高齢者医療制度に加入してい
る６５～７４歳のデータを用いました。 

 図3６ 医療保険制度の区分 

出典：愛知県後期高齢者医療広域連合・愛知県後期高齢者医療の事業概況 
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